
 
 

 

 

 

 

第 1 1回 大 阪 市 Ｐ Ｃ Ｂ 廃 棄 物  

処 理 事 業 監 視 委 員 会 議 事 録  
 

平成２０年３月１７日（月） 

午後２：００～午後３：４０ 

於：日本環境安全事業株式会社 大阪事業所 

２Ｆ プレゼンテーションルーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第11回 大阪市ＰＣＢ廃棄物処理事業監視委員会 

大阪市環境局事業部産業廃棄物規制担当 

 

議 事 次 第 

 

 

１．開会 

 

２．挨拶 

 

３．議題 

 （１）大阪ＰＣＢ廃棄物処理施設の操業状況について 

 （２）大阪ＰＣＢ廃棄物処理施設の内部技術評価結果について 

 （３）日本環境安全事業（株）他事業所の処理状況について 

 （４）その他 

 

４．閉会 



午後 １時５７分開会 

○松本課長代理 すみません。定刻より２分か３分ほど早いんですけども、先生方全員おそろ

いになりましたので、ただいまより第11回大阪市ＰＣＢ廃棄物処理事業監視委員会を開催させ

ていただきます。 

 私、本日司会を務めさせていただきます大阪市環境局産業廃棄物担当の松本でございます。

よろしくお願いします。 

 本日は監視委員の先生方初め、大変ご多忙のところご出席していただきましてありがとうご

ざいます。本日、市民委員として今回の会議に初めて出席していただいております神谷委員が

来られておりますので、ご紹介させていただきます。神谷さん。 

○神谷委員 神谷です。よろしくお願いいたします。 

○松本課長代理 よろしくお願いします。 

 本日は、この議事終了後、委員の先生方につきましては、当事業所の見学を準備しておりま

すので、また議事終了後ご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、事務局の大阪市を代表しまして、大阪市環境局廃棄物処理適正処理担当部長の木

村よりごあいさつさせていただきます。木村部長、よろしくお願いします。 

○木村部長 大阪市環境局の廃棄物適正処理担当部長の木村でございます。事務局を代表いた

しまして一言ごあいさつを申し上げます。 

 本日は第11回大阪市ＰＣＢ廃棄物処理事業監視委員会に、委員の皆様、また関係者の皆様に

ご出席を賜りまして、まことにありがとうございます。厚くお礼を申し上げます。 

 さて、大阪ＰＣＢ廃棄物処理事業でございますが、日本環境安全事業株式会社が平成18年９

月から操業を開始され、早１年６カ月が経過いたしました。大阪市内にございますＰＣＢ廃棄

物の処理状況は、２月末現在でトランス約28％、コンデンサ類約58％、廃ＰＣＢ等約25％とな

っております。大阪市内のＰＣＢ廃棄物は２年間で処理を完了することを目途にいたしており

ますので、少々おくれぎみでございまして、市内に保管されている未処理のＰＣＢ廃棄物の早

期適正処理に一層努めてまいる必要がございます。そのためには、効率的かつ安全な処理の推

進はもちろんでございますが、現在実施しております特別登録調整協力割引制度や処理説明会

等によるＰＣＢ廃棄物保管事業者の皆様の処理意識の高揚が非常に重要と考えておりまして、

今後も啓発活動を継続していく必要があるというふうに考えております。 

 本日の議題でございますが、大阪ＰＣＢ廃棄物処理施設の操業状況、大阪ＰＣＢ廃棄物処理

施設の内部技術評価、日本環境安全事業株式会社の他事業所の処理状況についてでございます。
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当事業を円滑に進めますためには、事業に関する情報を公開することにより、地元の皆様を初

め関係者の皆様のご理解を深めていくことが大変重要であると考えております。 

 当委員会は平成15年９月に設置させていただいて以来、事業を客観的な立場から検証してい

ただきますとともに、情報公開の場として重要な機能を果たしてまいりました。今後ともその

事業目的でありますすべてのＰＣＢ廃棄物の処理が終了するまで、当委員会の役割は大変重要

であると考えております。 

 本日は、委員の皆様方の忌憚のないご意見を賜りますことをお願いいたしまして、私のあい

さつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○松本課長代理 どうもありがとうございました。 

 それでは、本日環境省から廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長補佐の高橋様がご出席

していただいております。一言ごあいさつお願いいたしたいと思います。 

○高橋課長補佐 ただいまご紹介にあずかりました環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄

物課でＰＣＢ廃棄物処理の担当をしております高橋と申します。昨年赴任いたしまして、この

会に本日初めての参加となります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、本日お忙しい中お集まりいただきまして、どうもありがとうございます。ＰＣＢ廃棄

物の処理事業につきましては、日本環境安全事業株式会社による拠点的な広域処理施設による

処理を進めてきておりまして、全国５カ所のうち今４カ所ぐらい稼働、また北海道事業につき

ましてはまもなく試運転が終わりまして操業を開始するという予定となっておりまして、トラ

ンス、コンデンサにつきましては処理体制がおおむね整備されるというような状況になってき

ております。また、大阪事業につきましては、先ほどごあいさつの中にもありましたけれども、

大阪市内のトランス、コンデンサにつきまして処理が進んできてるということでございます。 

 今後も安全かつ確実な処理を進めていくためには、さらに大阪市内のＰＣＢ廃棄物のうち整

理のされていないもの、また大阪市内のものをまた順調に処理を進めていく必要があるという

状況にございます。この処理を進めていくに当たりましては、関係する大阪市もしくはその関

係する自治体の方々と連携をとりつつ、またこの委員会のご指導をいただきながら順調に処理

を進めていくということが非常に大事だというふうに考えております。どうぞ今後ともよろし

くお願いいたします。本日はどうもありがとうございます。 

○松本課長代理 どうもありがとうございました。 

 それでは、議事に入りたいと思いますが、議事に入る前に配付しております資料の確認をさ

せていただきます。資料１から４、それから参考資料というのがありますが、資料１の「大阪
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ＰＣＢ廃棄物処理事業の進捗について」、資料２が「大阪ＰＣＢ廃棄物処理施設運転開始後６

カ月後内部技術評価結果について」、資料３としまして「日本環境安全事業（株）他事業所の

処理状況について」、資料４としまして「平成19年度環境モニタリング調査結果について」、

参考資料として「大阪ＰＣＢ廃棄物処理事業だより（No.13）」配付漏れはございませんでし

ょうか。 

 それでは、議事に入りたいと思いますので、福永委員長、よろしくお願いします。 

○福永委員長 委員長を仰せつかっております大阪人間科学大学の福永です。ひとつよろしく

お願いいたします。 

 先ほどからあいさつにありますように、本事業が始まって１年半と、ほぼ順調にきておるよ

うでございますが、昨年の９月の会議以降ですね、それ以後の進捗状況等きょうは報告願って、

皆さんの、委員の先生方のご確認をお願いしたいと、そういう会でございます。よろしくお願

いいたします。 

 では、初めに、議題１にありますように、大阪ＰＣＢ廃棄物処理施設の操業状況についてと

いうことで齊藤部長さんのごあいさつ、引き続いて、日本環境安全事業株式会社からご説明を

お願いします。よろしくお願いいたします。 

○齊藤部長 日本環境安全事業本社事業部長をしております齊藤と申します。よろしくお願い

いたします。 

 本日は、大変お忙しい中をお集まりいただきまして、どうもありがとうございます。この監

視委員会につきましては、今回で第11回目ということで、事業の立ち上げ前より貴重なご意見

を賜りながらやってきております。大変感謝申し上げます。おかげさまで、大阪事業操業開始

以来ほぼ順調に操業を重ねていること、関係者の皆様を含めて改めてお礼申し上げます。 

 本社といたしましては、先ほど高橋補佐のごあいさつにもありましたとおり、トランス、コ

ンデンサに関して５つのうち４つが稼働していると。それで、残る北海道につきましては今試

運転の最終段階ということで、ほぼその形ができつつあるところでございますが、その過程に

おきましてこの監視委員会でも都度ご報告しておりましたとおり、一応漏失事故、あるいはト

ラブルによる長期停止といった問題を抱えている事業所もございます。本社機能といたしまし

ては、そういう各事業所で起きた事故、トラブル等を踏まえて、同じことをほかで起こさない

ということは横展開を図るということが非常に重要と考えておりまして、その都度必要な措置

を講じているところでございます。 

 ほかの事業の稼働状況等につきましては、後ほど議題の中でまた説明をさせていただきます
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が、横断的な話として２点ばかりこのあいさつの時間をかりましてご紹介をしておきたいと思

います。 

 １点は、全社的にＩＳＯ１４００１の認証所得ということで、これは事業立ち上げ時より各

地元の関係者からも強く要望をされてきてるところでございます。一番最初に稼働いたしまし

た北九州事業所におきましては、既に平成18年９月15日という日付で認証取得済みでございま

す。次に稼働いたしました豊田事業所、ここにつきまして北九州に続いて認証取得ということ

で準備をずっと進めてまいりました。ただ、事故でストップをしていたこともありまして多少

作業がおくれてまして、できますれば本年中に認証を取得すべく今最終準備に入っております。

次に稼働いたしました東京事業所につきましても、それに引き続きまして取得できるよう準備

を進めているということで、稼働の順番に一応認証取得を、多少おくれながらも準備、取得を

していこうということでございますが、この４月に北海道が動き出せば５カ所稼働をいたしま

すので、平成21年か22年にかけまして、本社も含めてＪＥＳＣＯ全体としてトータルな一本の

認証取得ということで、現在その作業を進めているところでございます。ご承知おきいただけ

ればありがたいと思います。 

 それから、処理を各事業所で進めていく中で、どうしても特殊なものがあったりとか、ある

いは漏れていて運ぶ段階から非常に規制等クリアするのは難しい等々の問題を抱えてる、いろ

いろな問題が現実出てまいりました。その中で特に漏えい物、多少漏れているようなものであ

っても、これは逆にいうと保管場所においては非常にリスクの高い状態にございますので、こ

れを何とか安全な形で処理施設まで持ち込んで安全に処理をするということは、これは全事業

所共通の課題として存在をしております。 

 ここの部分につきましてＪＥＳＣＯの中で、この大阪事業所でもって漏えい物処理の一つの

方法というのを開発といいますか、開けないだろうかということで、現在、大阪市の指導を受

けながら保管場所で漏えいしてるものを安全に密閉容器に収納をして、それを大阪事業所に運

び込んで、大阪事業所の中でそれを安全に取り出して密閉容器も含めて安全に処理をすると。

その密閉容器をまたリサイクルするような形がとれないだろうかというようなことも含めて、

今調査研究を最近開始をしたところです。その成果を待って展開できるところにはまたそれを

展開していくと、こういった形で通常の取り組みでは困難なものについてもうまく処理ができ

ないかという方法について、各事業所の協力あるいは関係自治体、あるいは関係者のご理解と

ご協力を得ながら順次そういった道も開こうということで進めてるところでございます。また、

これ以降もいろいろな形でご意見等賜れれば幸いかと思います。 

-4- 



 それでは、本日、よろしくお願いいたします。 

 引き続いて、所長の方より大阪事業について説明をしていきます。 

○清水所長 大阪事業所長の清水でございます。 

 では、資料１に基づきまして大阪ＰＣＢ廃棄物処理事業の進捗についてご説明させていただ

きます。すみません、ちょっと座ってご説明……。 

 １ページ目を見ていただきますと、表がございますけれども、この表は操業を開始いたしま

した昨年の10月３日から本年の２月末までの受け入れた状況をトランス、コンデンサ、廃ＰＣ

Ｂというふうに並べてございます。一番最後の合計を見ていただきますと、トランスが360台、

コンデンサが6,221、廃ＰＣＢが83という数字になってございまして、これ先ほど木村部長よ

りお話がありました、では大阪市内で保管されている量のどのぐらいなのかということでござ

いまして、トランスでは28％、コンデンサでは58％、廃ＰＣＢでは25％という割合になってご

ざいます。 

 次の２ページを見ていただきますと、それは受け入れた量だけども処理がどのぐらい終わっ

たのかということでございますが、同じように表ができてございまして、それぞれ月ごとに数

字が出ておりますが、合計を見ていただきますと、トランスが360台の受け入れに対しまして

300台が処理が終わったと。コンデンサは6,221を受け入れたことに対して5,669終わった。廃

ＰＣＢが83缶出たことに対して73缶が処理が終わったというようなことでございます。 

 その下に表が、（参考）ＰＣＢ処理量ということで、同じく10月３日から２月の末というこ

とでそれぞれ年度ごとにＰＣＢの処理量が出てございますが、合計といたしまして16万4,861

キログラムということで164トンの処理が終わったということでございます。 

 ３ページのところでございますが、その３）のところで、払出実績、同じ期間でございます

が、処理が終わって有価物として鉄、銅、アルミがあるわけでございますが、それぞれ193ト

ンと20トン、アルミ27トン。廃棄物としまして炭化物が12トン、碍子が13トン、ビフェニル

109トン、塩酸414トンを払い出したということでございます。 

 ２番でございます。視察・見学状況はどのようになってるかということでございまして、18

年10月より見学を開始いたしておりまして、原則火曜と木曜を受け入れておるわけでございま

すが、総数といたしまして5,188名の方が見学に訪れているということでございまして、その

中で一番多いのはやはりＰＣＢを保管されている企業関係の方が多くて2,272人、次の環境団

体・協会が1,571、それから一般関係、行政関係、学校・研修というような順番になってござ

います。それから、海外からもＪＩＣＡの研修、外務省の国際会議の出席者という方も見学に
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お見えになってございます。 

 ４ページでございます。周辺環境モニタリング結果ということでございまして、春、夏、秋、

冬、フォーシーズンの環境モニタリングを実施しております。測定ポイントは事業所の敷地内

と周辺の１カ所、これ事業所周辺といいますのは、南に約400メーター下がった大阪ガスの研

究所の敷地を借りてございまして、その２カ所ではかってございます。 

 これを見ていただきますと、それぞれ環境基準をすべて下回ってるわけでございますが、こ

の中で春のところを見ていただきますと、ＰＣＢとダイオキシンが書いてございまして、ＰＣ

Ｂにつきましては環境基準0.0005、これはナノグラムに直しますと括弧書きで500ということ

で、それに対して0.84ですとか、0.67ということで３けたぐらい小さな数字でございますが、

ダイオキシンでいきますと0.6ピコグラムに対して事業所の敷地内が0.3、事業所周辺が0.032

ということで、全体的に見ますとほかのダイオキシンの春、夏、秋、冬を見ても、ここだけ

0.30ということで一けた高い数字になっておるということでございます。 

 これにつきましては、ページ一番最後のところでございますが、ダイオキシンの分析結果の

組成をつけてございます。事業敷地内と事業所周辺、それぞれＰＣＤＤＳ、ジベンゾーパラー

ジオキシンとＰＣＤＦ、ジベンゾフラン、それからコプラナＰＣＢですね、それらがどのぐら

いの割合であったのかということで表をつけてございます。これでいきますとトータル、ジベ

ンゾーパラージオキシンとフラン合わせまして事業所敷地内が0.29、事業所周辺で0.028とい

うことで、ここが一けた高い数字になっておりまして、なおかつ全体の97％という数字になっ

てございます。コプラナＰＣＢが残りの３％で、事業所敷地内では0.0059、それから事業所周

辺で0.0044ということで、数字的にはほとんど変わっていないということでございますので、

結果0.30という数字、高い数字でございますが、これは私どもの方のＰＣＢの由来ではないの

ではないかというふうに思われます。 

 次に、５ページの周辺環境モニタリングの経年変化でございます。それぞれ17年度、18年度、

19年度、事業所敷地内、事業所周辺で書いてございますが、ほとんど大きな変化は見られませ

んでした。ダイオキシンでございますが、ここでやはり19年度が0.13という数字で高くなって

ございますが、これは先ほどの0.30という数字がこの数字を押し上げているという結果になっ

てございます。 

 それから、作業環境測定結果でございます。作業環境の測定をしてございまして、昨年３月

の監視委員会以降３回測定をしてございます。結果でございますが、ＰＣＢ濃度につきまして

は平成19年度に日本産業衛生学会勧告する許容濃度が0.01ミリグラムと、それまでの0.1ミリ
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グラムから変更されたことによりまして、管理基準が0.01ということで厳しい形をとってござ

います。その意味でクリアされているのは、レベル３を除いてはすべてクリアをされてござい

ます。 

 ダイオキシンでございますが、ダイオキシンにつきましては厚生労働省の要綱で定められて

おります2.5ピコグラムTEQ/m3、これを管理基準としてございまして、これを超えたものにつ

きましては保護具の着用ということにしてございます。 

 結果は今どのような作業環境になっているかということを、次のページの６ページを見てい

ただきますと、左側の方を見ますと西棟と東棟とそれぞれ分かれておりまして、次に階数が書

かれてございまして、次に測定対象室名がございます。それから、管理レベルということで数

字が１、２、３というふうに出てございまして、レベル３が一番管理をしなければいけないと

いうことで面体をつけながら作業をするんだと、当初からそのような計画をしてたわけでござ

います。それから、平成18年の12月、平成19年３月と５月、平成19年の６月、平成19年の12月、

それぞれ作業環境を計った結果をこの表にまとめてございます。 

 まず、一番上の受入検査室でございますが、ここを見ていきますとＰＣＢについてはクリア

してございます。ただダイオキシンにつきましては、19年の５月のところに2.7という数字が

出てございます。次に、19年の６月に2.0、19年12月に0.95と少しずつ下がっていってるわけ

でございますが、このように2.7という数字が出ましたので、私どもの作業は面体の防護服を

つけさせて作業をやらせております。 

 それの対応でございますが、保管状態の悪いＰＣＢ、コンデンサ、これにつきましてはビニ

ールで囲うということと、局所排気で作業環境をよくすると。常時稼動してございます。その

ような形を採用しました結果、0.95ということで数字が下がりましたので、今現在は面体の防

護服はつけないで作業をやっておるということでございます。 

 それから、大型抜油室、小型抜油室のレベル２でございます。ここにつきましても、ＰＣＢ

はクリアされてございますが、ダイオキシンを見ますと2.6、3.9、4.8、3.9、8.2、11、8.1、

18ということで、ダイオキシンの濃度が2.5を超えてございます。ここにつきましては、面体

型の防毒マスクをつけて作業をしているということでございまして、局所排気と清掃というこ

とで極力ダイオキシンの濃度を下げようとしているわけですけれども、まだ十分には下がって

いないという結果になってございます。 

 大型解体室、ここはもともとレベル３でございまして、ここについてはＰＣＢも若干超えて

おるんですが、この中で特にレベルが高かったのは平成19年の５月の380という数字が非常に
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高い数字が出てございます。これについては、解体のところが事前に洗浄をするわけですけれ

ども、５回洗浄してから解体に回すということでやっていたんですが、洗浄を５回やることに

よっても、ものによっては、構造によっては十分洗い切れないだろうということでございまし

て、洗浄の回数管理ではなくて、濃度管理に切りかえようということで1,500ppm以下になるま

で洗浄をふやすということにしてございます。それから、しがかり品ですね、まだ全部洗い切

れてないものについては、シート養生をするというような形をとりました結果、380と94と一

たん下がったんですが、また110ということで、まだ十分下がり切れていないということで、

これも今後対応していかなければいけないというふうに思っております。 

 この19年６月と12月のところに括弧書きで、数字で2.0とか5.5、7.0、42という数字が書か

れてございますが、これ粉じんが何らかの形で由来してるのではないかということで、一応粉

じんについてのダイオキシンをこの括弧書きで測定したということでございます。 

 それから、充填室の西棟のところでございます。ＰＣＢは問題ないんですが、ここで19年の

５月のところに同じくダイオキシンが11というふうな数字が出ておりまして、これ前回ご説明

しましたけど、東西移送のときの過充填ということでＰＣＢがちょっと過充填で一部ちょっと

あふれたというやつが影響してるのではないかと。清掃等をしましたけれども、今現在まだ

5.5ということで、まだ若干数字が高くなっておるということでございます。 

 それから、一番最後のところを見ていただきますと、中間処理室、これレベル１なんですが、

ダイオキシンが2.2から4.8、3.9から23、2.6から9.9と、2.5を超えてるような数字がずっと並

んでるわけですけども、これの原因でございますが、東棟の中間処理室のときに、タールによ

るつまりがありまして、これを開放点検で随分清掃をいたしました。その結果、作業環境がダ

イオキシンを押し上げてしまったのではないかというふうに思ってございます。ここにつきま

してはタールのつまりの開放点検を極力やらないように、例えばバイパスの改修工事ですとか

いろいろ手を打ってるわけですけども、まだちょっと下がり切れていないということで、また

これも今後検討していかなければいけないという課題として残ってございます。 

 次に、７ページでございます。保管事業者説明会、18年10月３日操業を開始いたしまして、

それを含めまして18年11月６日、この表でございますが、大阪府５行政主催の保管事業者説明

会が1,800名集めて開催いたしました。それ以降、私どもの方は区ごとをまとめながらここの

舞洲において延べ13回説明会をしてきました。それから、それ以後19年11月６日、同じく大阪

府５行政主催のＰＣＢ廃棄物保管事業者説明会、ここでは1,200名を集めてご説明をいたしま

した。それで、次にそれを受けまして今度二順目の説明会ということで、また此花、福島、西、
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港ということで、区ごとの説明会を２月14日から開始してございまして、４月中旬までに二順

目の説明会をすべて終わらせようということで取り組んでいるところでございます。 

 次が８ページでございます。収集運搬事業者への指導、事業者との情報交換等ということで

ございまして、私どもの入門許可を出したところが初めて仕事をやる場合は、必ず現地での立

ち入りということで指導してございます。19年９月以降、どのような立ち入りをしたかという

ことでここに書いてございまして、松田産業でございますとか、関西日立物流、それからケー

シーエス、三菱電機ロジスティクス、日本エコロジー、谷中運輸、昭幸急送というところが初

めて仕事をやりましたので、そこには現地に行って安全性についての指導をしたということで

ございます。 

 それから、早朝入門状況ということでございまして、原則９時に保管事業者が私どもの方の

工場の中に入っていただくということにしていますが、北区ですとか中央区というところにつ

きましては、市街地の中なので警察からの道路条件をとらなければいけないということになっ

てございます。それの関係で、どうしても昼間は運び出せないで夜中、早朝になってしまうと

いうことでございまして、その結果どのぐらいの頻度で出てきたかという率をここに出してご

ざいまして、ほとんど大手でございまして電鉄会社、銀行、保険会社、そんなような形の会社

からの受け入れでございまして、ここに書かれている率で早朝入門を受け付けてございます。

これにつきましては、その都度、毎月まとめて大阪市に報告してるということでございます。 

 次のページ、９ページは、これ現在入門許可をとってる業者がどういう業者がいるかという

ことで、17業者ここの方に書いてございまして、大阪市はもう全部、大阪府の方が２社ぐらい

行政の許可をまだとれておりませんけども、今後、大阪府等に入っていきますので、これも大

阪府等もどんどん入門許可の業務許可をとっていっていただきたいというふうに思ってござい

ます。 

 それから、10ページでございます。緊急時対応訓練の実施状況でございます。私どもは毎月

１回緊急時の対応訓練をやっていこうということでございまして、４月以降どのような形で緊

急時の対応訓練をやってきたかということで、４月は火災発生、５月は漏えい、６月が消火訓

練、同じく６月がモニタリングの第２警報超過、７月が液中配管による漏えい、９月が窒素供

給停止と、このような形で一つ一つテーマを決めながら緊急時の対応訓練をやってきてるとい

うことでございます。 

 次、11ページでございます。ヒヤリ・ハット・キガカリの報告ということでございまして、

毎月毎月ヒヤリ・ヒット・キガカリを出すように指導しているわけでございますが、これを見
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ていただきますと４月は３件と７件と非常に少ないので、極力多く出すようにということで５

月から数がふえてきましたが、まただんだん数が少なくなって12月、１月がまた大分数が落ち

てきてるというような状況でございまして、その結果、どのようなヒヤリとキガカリが出てき

てるのかというのが後ろの円グラフを見ていただきますと、ヒヤリにつきましては転倒が39と、

それから打撲が20と、それが圧倒的に多いわけでございます。それからキガカリについては、

設備が118というのが一番多いわけでございます。ヒヤリは150件、キガカリが325件の報告が

出てきております。 

 それに対してどのように対応してきてるかというのが、次の13ページの棒グラフでございま

して、ヒヤリ・ハットの150に対して、その都度その都度対応してきてるわけでございますが、

まだできてないのが、検討中というのが８件ございます。キガカリが325あるわけですけども、

まだ検討中というのが34件残っておるということでございます。 

 それで、検討中の中身なんですが、多いのは暑さ対策が多いです。去年の夏非常に大阪暑く

てですね、作業場の中も非常に暑くて、熱中症対策をやったんですが、それでも気分悪くされ

る方が二、三名出られたということで、暑さを何とかしてほしいということ。それから、作業

場の動線が悪いので動線を確保しろとか、段差があるので、段差を解消しろというのがあるわ

けですが、作業エリアが狭いから広くしろとかいろいろあるんですけども、非常にお金のかか

る中身のやつが大分残っておりまして、それについてはそういう方法でなくても何か安全なも

のができないだろうかということを今検討しておるというところでございます。 

 私の方から資料１に基づいた説明は以上でございます。 

○福永委員長 どうもありがとうございました。同じ内容、同じといいますか、関連する内容

ですので、大阪市の方からのクロスチェックとしてやっております環境モニタリングの結果に

ついて、あわせて報告をしていただけますでしょうか。資料４に基づいて。 

○松本課長代理 事務局の大阪市から資料４について説明させていただきます。資料２、３を

ちょっと飛ばしますので、申しわけございません。座らせていただいて説明させていただきま

す。 

 資料４の平成19年度ＰＣＢ廃棄物適正処理の推進にかかわる環境モニタリング調査結果につ

いてということでご報告させていただきます。 

 この環境モニタリング調査は、ＪＥＳＣＯ大阪事業所のＰＣＢ廃棄物処理施設の稼働に伴う

周辺生活環境に及ぼす影響について行政の立場からクロスチェックをする必要があるという考

えのもとに、ＰＣＢやダイオキシン、ベンゼンとトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン
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の測定を行っているものです。 

 調査地点ですけども、まず１点はＪＥＳＣＯさんと同じにＪＥＳＣＯの大阪事業所の敷地内、

もう１地点は比較対照ということでさせてもらってるんですけども、ＪＥＳＣＯ大阪事業所か

ら一番近い住宅地があります桜島地点、これはＪＥＳＣＯが当該施設の設置を行った際に生活

環境調査で有害化学物質の最大着地濃度地点等ですね、そういうものと居住実態を考えた上で

設定した測定地点でございます。 

 測定方法について、項目によって違いますが、ＰＣＢとダイオキシンにつきましては１週間

ですね、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンにつきましては24時間の採取、

検体採取を行っております。 

 第１回目につきましては、８月10日からということですけども、これは前回の第10回監視委

員会に報告させていただいております。いずれの項目も環境基準等に大きく下回っておりまし

たということで説明させていただいておりました。今回、年２回測定ということですので、第

２回目を昨年の12月12日から19日の１週間測定をしております。 

 ４の調査結果（第２回）のところを見ていただいたらいいと思いますが、右端に環境基準と

書いておりますが、平成17年から、試運転のときからずっと測定しておるんですけども、その

ときと今回の値もさほど変わりなく、結果的にはＪＥＳＣＯ大阪事業所の稼働に伴う影響がな

いと、そういう結果が出ております。 

 次、ちょっとめくっていただきたいんですけども、横長になっております。これが平成17年

以降年２回測定しておりますので、それの経年変化を示したものです。５の経年変化はＪＥＳ

ＣＯ大阪事業所、６の経年変化は桜島地点、数字ばっかりで大変見にくいんですけども、一言

でいいますと、先ほどと同じように特に問題ない結果であったということで、ＪＥＳＣＯ大阪

事業所の稼働に影響は考えられない結果ということです。一番下に平成20年度の環境モニタリ

ング調査を８月と12月に予定しておるところです。 

 次、ちょっとめくっていただきたいんですけども、これは大阪市域の環境調査結果というこ

とで、１ ダイオキシン、２ 大気汚染物質ということで、ベンゼン、トリクロロエチレン、

テトラクロロエチレンということで、平成17年、18年の測定結果を掲載しております。右の方

の平均ですね、年平均のところを見ていただきたいんですけども、17年、18年度の測定結果、

市内平均値ですね、右下にありますけども、例えばダイオキシンでしたら平成18年度0.1ピコ

グラムとなっておりますが、それと先ほどの今回測定した結果を比較していただければと思い

ますけども、ちょっと測定年度が違うんですけども、今回のＪＥＳＣＯ大阪事業所、桜島地点
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での12月、また８月の時点での測定結果に比較しても、大阪市内よりは桜島地点はよい結果だ

ったという結果が出ております。下の大気汚染物質のベンゼン、トリクロロエチレン、テトラ

クロロエチレンにつきましても、同じように市内よりも桜島地点の方がよい結果ということに

なっております。 

 以上です。 

○福永委員長 はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご報告に対して何かご意見なり、質問なりございましたら出していた

だきたいんですが。 

 そしたら、私の方からこの初めの、これ大阪市の方にお聞きした方がいいかもわかりません

が、個別の大阪市の到達点は28％あるいは58％ということでしたが、ＰＣＢ処理量そのものに

ついては、これは現在の事業開始する前に調査されて、大阪市の中にある総ＰＣＢ量のどの程

度のパーセントが消化されたようになってるんでしょうか。16年５トン程度、今現在調査され

てデータが今示されたんですが。大阪市の方が、これはお答えいただくのかも……。 

○松本課長代理 すみません、大阪市ですけども、平成13年度、かなり古いんですけども、そ

のときの大阪市内分のＰＣＢ量ということで865トンという数字が出ております。 

○福永委員長 865トン。 

○松本課長代理 はい。 

○福永委員長 そのうち16件、464……。 

○中地副委員長 164です。 

○福永委員長 あっ、そう。164、そうですね。そんなら20％ぐらいですか。20％ぐらい消化

できてるということですね。 

○松本課長代理 この数字は近畿２府４県ですね、ＰＣＢ量が……。 

○福永委員長 かなり大阪市分が現在のところ多い、全量ではないかもしれませんが。 

○松本課長代理 そうですね。近畿２府４県分の約20％ぐらいですね。20％ぐらいが大阪市内

に、ＰＣＢの保管があるということですね。そのうちの今回処理されたのが164というふうに

……。 

○福永委員長 いや、私のお尋ねしてるのは、この大阪市の分はどの程度、パーセントとして、

ＰＣＢパーセントとしてどの程度処理、分解されたのかなというおおむねの推定ですけど。

20％ぐらいと理解していいんですかね。 

○松本課長代理 約20％弱程度ですね。申しわけございません。 
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○福永委員長 わかりました。はい。 

 そのほか、何かございますでしょうか。はい、どうぞ。 

○中地副委員長 中地です。所長さんの方の説明で、若干計画よりもおくれぎみみたいなお話

があったんですけれども、操業実態として処理計画として出ている分の進捗率的な考え方でい

うと95％ぐらい操業してるのか、９割ぐらい操業してるのかというのは、そこら辺をひとつお

答えいただきたいのと、あと３ページの払出実績の有価物と廃棄物と両方ですけれども、これ

平成18年の10月から20年の２月という形で２年分をまとめておられてるので、できれば１年分

ごとに年度ごとに教えていただきまして、その辺の処理がきちんとできてるという意味で、例

えばビフェニルとか塩酸のような量が多いか、変化があるのかないのかみたいなことを少し教

えていただきたいんですが。 

 以上です。 

○清水所長 稼動率ですが、台数ベースでいうとですね、コンデンサもトランスも大体100に

近い稼動率にしております。ただ、物が大きいものではなくて小さいものになってしまってま

すので、液量率からすると、特にトランスでございますが、大型トランスが入らなかったため

に液量が相当落ち込んでしまってるという結果になってございます。コンデンサにつきまして

はＶＴＲ処理してますので、台数と率とは大体合ってきてると。トランスは重量ベースでも

60％ぐらいということで、台数ベースでは100近くても重量ベースでは６割ということで、大

きいものが入っていないと。 

 それで、これほとんど大阪市内を先行で処理するということになっておりまして、持ってい

るのが交通局さんがほとんどでございまして、交通局さんのトランスをほとんど処理してると

いうことになっていきますんで、そこら辺のところの出してくる順番みたいなものがちょっと

ございまして、今後多分大きいものが交通局さんからは出てくるのかなと、そういうふうに思

っております。 

 それから、先ほどの払出の年度ごとの量でございますが、塩酸が414トンお受けになってご

ざいますが、18年度が38トンで19年度が376トンでございます。ビフェニルが109でございまし

て、18年度が７トン、19年度が102トンというふうになってございます。ほかも全部お話しし

た方がよろしいですか。 

○中地副委員長 いや。 

○清水所長 よろしいですか。 

○中地副委員長 はい。 
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○清水所長 それで、この払出につきましては大きなタンクが２棟ありまして、50トンぐらい

にタンクがあって、たまったときに出していくということで出していくということになります

んで、絶えず出るときが、特に塩酸は20トンですかね、タンク容量が。ビフェニルがトラック

が７トンかな、出すトラックの容量がですね。ですから、そういう形で出していくということ

なんで、若干そこら辺の出すタイミングがちょっと違うかなという感じはいたします。 

○福永委員長 はい、どうもありがとうございました。先ほど進捗状況を聞いてるのは決して

早く早くと言ってる意味では、この委員会で毎回申し上げてるんですが、安全第一ですので急

がしてるという意味ではないんです。 

 そのほかに。はい、どうぞ。 

○渡辺委員 大阪工大の渡辺です。先ほど進捗状況ですとか、福永委員長から大阪市のＰＣＢ

量の何％かという、そういう質問があったので、実は事前打ち合わせのときにその話出しまし

て聞いておりますので、ここで要点といいますか、恐らくこれでいいだろうということを申し

上げたいと思います。 

 まず、資料１の２ページ目の下のところにＰＣＢ処理量で、平成18年10月３日から平成20年

２月末までで164.9トンＰＣＢが処理をされておると、これが大阪市のＰＣＢの何％ぐらいか

という質問でありました。大阪市が保有してるＰＣＢは平成13年度調査で865トンだというお

話ですので、これのほぼ５分の１、ですから20％ぐらいが処理が終わったというふうに考えた

らいいかと思います。さらに近畿全体では、近畿全体の２割ぐらいが大阪市ということですの

で、0.2で割り戻しまして、近畿全体では恐らく5,000トンぐらい、4,000トンから5,000トンの

ＰＣＢがあるものと考えたらいいかと思います。そのうち全体で四、五千トンあるうちのほぼ

1,000トンを大阪市が保有しており、この1,000トンのうちの200トン近くが現在処理が終わっ

ておると、というふうに考えたらいいのではないかと思います。 

 稼動率のお話、先ほどありました。これも僕とても気にしておりまして、稼動率は２ページ

目の終わりにあります平成18年10月３日から20年２月末までで165トン、ここから考えますと、

この間の稼働日数は恐らく300数十日であると考えられます。計算の簡単のために300日で150

トンとしますと、300日で150トン、比例でいいますと１日で0.5トンになります。１日0.5トン

というＰＣＢ分解処理量は、ここの施設は設計上ＰＣＢを１日２トンまで分解できると。２ト

ン分解できるにもかかわらず0.5トンしかやっとらんということになります。 

 ただし、清水所長から説明がありましたとおり、トランスとコンデンサの台数ですね、台数

ベースでは稼動率100％であるというお話ですので、入ってくる台数をベースに計算をすると、
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フルに働いてこれぐらいであると。ただＰＣＢを分解するという能力は十分にあるので、分解

は十分にできる範囲、すなわち余裕の範囲内でやっておるというふうに理解したらいいと思い

ます。設計としては非常に僕は安全側でいいと思っております。 

 ちなみに、ごみの焼却ですとごみがある程度いっぱいないと、ごみが足りないと物が燃えな

いという事態になりますが、ＰＣＢの場合はＰＣＢは足りなくてもゆっくり回せば済むという

話ですので、これはかなり安全側かなと考えております。 

 中地委員からの廃棄物として払い出してる塩酸量とビフェニル等を年度ごとに出してもらい

たいという、これはタンクのこともあるかもしれませんが、分解した量が本当に収支がとれて

るかというのを見るのにやはり必要なデータでありますので、今後、可能であればまた１年ご

とぐらいでやったらいいかなと思っております。 

 長くなりますが、ちょっと別の話をしたいんですが、よろしいでしょうか。 

○櫻井副所長 ちょっといいですか。ちょっと誤解があるとあれなんで。設計の話が出てきた

んでちょっと補足させていただきます。 

 ここの施設の操業日数の前提はですね、233日ということでございます。ですから、300日と

いうお話ありましたけども、若干実際は0.5トンよりも少しその分ふえてくるということにな

ろうかと思います。 

 それからあと、じゃあなぜ液量について前提等、今処理状況がという話なんですが、大阪市

内の特殊性というのがありまして、これ登録ベースなんですけれども、ＰＣＢ油量については

大体4,050トンという数字でございます。全体のトランスの割合が重量ベースでいきますと

43％、それからコンデンサが57％ということで、それを絶縁油量、それからＰＣＢ油量に戻し

ていきますと、コンデンサの場合には絶縁の油の量が総重量の44％というのが登録ベースの数

値でございます。ですから、総重量の40％が絶縁油量と、その中のＰＣＢ油量というのは

100％ＰＣＢなんで、絶縁油量イコールＰＣＢ油量ということでございます。 

 それから、トランスにつきましては総重量の36％が絶縁油量ということでございます。その

うち平均しますと６割、重量ベースですね、60％がＰＣＢ油量ということで、総重量の22％が

ＰＣＢ油量になります。 

 ちょっと大阪市の話をさせていただきますと、大阪市の場合は総重量ベースでいきますと、

総重量の８割がトランスでございます。コンデンサが20％ということで先ほどのような数値に

なるわけですけれども、今処理の実態としては大阪市の少量保管事業者さんも含めて小さなコ

ンデンサを一生懸命運んできて処理をしてるということでございます。トランスにつきまして
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は大阪市の交通局ということで、いろいろな事情で計画を立てながらこの施設に運んできてる

ということで、コンデンサにつきましては６割処理が進んできましたので、今後どうやっても

のをきちんと行政さんと連携とってきちっと施設に運び入れるかという状況になってると。 

 それとあと、トランスにつきましては大阪市内と、それからもうちょっと領域を広げて考え

てなるべく処理が平準化して進むように、今行政さんとその辺の調整をやってる最中でござい

ます。ちょっと長くなりました。 

○福永委員長 はい、どうもありがとうございました。 

○渡辺委員 先ほどの、今櫻井さんからお話ありましたコンデンサとトランスの数字、大阪市

保有量、恐らく1,000トンぐらいということで、それの計算の根拠を教えていただいた。コン

デンサとトランスについては入ってる油の量と、それから油の中に入ってるＰＣＢの濃度から

考えてこれぐらいだろうという話だったんですが、少しこの処理とは離れますが、この数字な

んですけども、平成13年調査、それからあとそれ以降の調査、毎年届け出しておりますが、数

字ちょっとずつふえると思うんですよね、これ上がったというので。この状況というのは心配

しなくていいですかね、これ。余り言うたら何ですね、ここで関係ないこと。 

○福永委員長 むしろ、これは大阪市の方にお答えいただかないとしょうがないでしょうね。 

○松本課長代理 毎年６月末をもって前年度の分ですね、一応報告をしていただいております

が、一応データ的にはとっておるんですけども、ＰＣＢを含む油については一応データとして

はあるんですけども、これちょっと余り確かじゃないので余り公表はしてないんですけども。 

○福永委員長 増加傾向にあるんですか。そういう……。 

○松本課長代理 一応データ的には空白にしておるんです。 

○福永委員長 少しは増加傾向にあるということですか。数値は出ないそうですから。 

○庄賀上席調査役 ちょっとこちらに環境省さんいらっしゃいますが、ＰＣＢ特措法上の届け

出のデータと実際ＪＥＳＣＯが処理を始めてみて実態がどうなってるかということにつきまし

ては、かなり地域によっては届け出のデータと実際の処理台数がどうも違うのではないかとい

う実態がわかってきております。 

 これは実はＪＥＳＣＯの方では早期登録制度ということで、個々の保管の機器の種類なり型

式なりを把握して、これはもう従来のＰＣＢ入ってるということを確かめながらやっている。

それが届け出データの、場所によっては８割ぐらいとか７割ぐらい、そういうカバー率になり

ます。実際それを処理を始めてみますと、コンデンサについてはやはり数の数え方とかそうい

う問題もありまして、おおむねどの地域でも少し届け出量よりも多いのが実態ではないだろう
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かというのはだんだんわかってきてます。 

 一方、トランスの方は、逆にがらはでかいんですけども、よく調べてみると低濃度であった

り、あるいはnon-PCBであったりということが少なからずあります。結果として、トランスに

ついては予想よりも、当初手をつける地元地域にある量がどうも少ないのではないかと。これ

は北九州でも大阪でも豊田でも起こっておりまして、むしろそういうトランスにつきましては

実際現場、地域にあるのがほぼ処理ができるものはもうほとんどしてしまってですね、北九で

すと福岡県に早めにエリアを拡大したり、大阪も近々そういうことが必要になるだろうと。豊

田につきましてはもうかなり早い段階から愛知県内に拡大をしてる、こういうのが実態でござ

います。 

 これをいつまでもその乖離を放っておくわけにはいかないので、環境省の方とも相談をして、

届け出データと実際ＪＥＳＣＯの持ってる早期登録、それから今度さらにもう少しデータを精

査しようということで特別登録をそれぞれ始めてまして、そこのデータのひもづけと言ってる

んですが、ちゃんとリンクをさせて少し再整理をしてみようということで、先日来から作業を

実は開始しております。その辺が少し進んでくれば、少し実態がどうなのかということがわか

ってくるというふうに考えております。 

○福永委員長 はい、どうもありがとうございました。今後、この処理の進捗状況については、

先ほどごあいさつにもありましたように、漏えいとかそういったものの技術的な側面を解決し

ながらでないと前へ進まないと思いますので、この進捗状況についての討議はこれぐらいにし

ておいて、そのほかご質問等ないでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

○中地副委員長 そしたらですね、６ページの横中の表を見ていただきたい。作業環境の測定

結果なんですけれども、管理レベルで１でですね、ダイオキシン濃度が2.5ピコグラムパー立

米という管理濃度を超えてるものが幾つかあります。それと、ＰＣＢしか計ってないんで、下

の注の８ですね、再度２月にサンプリングを実施するというふうな形で書かれてるところがあ

るんですけれども、この辺の対策を、特に管理レベル１ということでもともとそれほど大した、

保護具をきちんとしたものをつけなくてもよいというふうに思っていた作業場で若干ＰＣＢ濃

度等が上がってることについて、どういうふうにお考えなのかということをご説明願います。 

○清水所長 一番上の受入検査室がレベル１で2.7になってまして、また一番下の中間処理室

がやはり4.8とか23ということでＰＣＢ濃度が2.5を超えてしまってるわけですけども、一番上

のところは先ほど言いましたように、どうも持ってきたものに若干そこから漏えいがあったの
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ではないかと、蒸発してたんじゃないかということでビニールで囲ったり、排気をつけること

によって下がったということで、これは今のところこういうことで安定はしていると。 

 問題は中間処理施設のところですが、これが全然下がっていないということで、これは先ほ

ど言いましたように、シュトレーナーのつまりというのがありまして、これタールや何かでつ

まってしまってるわけですけども、そこを洗うために管を外して開放点検いろいろしてたわけ

ですけども、当然ながらそれは温室みたいなのをつくりましてやってはいるんですけども、中

間処理施設はなかなか床がグレーチングなんかにもなってたりしますので、そういうところが

十分対応できていなくて外に逃げてしまってるのかなというふうに思います。 

 これについて、今分科会等をつくりまして、どのようにしていったらいいかというのは今検

討をしてるところでございますんで、一つ一つそこら辺については検証しながら手を打ってい

こうというふうに思ってまして、19年度でも随分改修工事やっておりますので、その結果がど

のような形になってくるかなということを見きわめたいと、そのように思っています。 

 やはり、面体、問題は面体をしてるわけですけれども、なかなか暑い中での面体ということ

になるとまた作業性も悪くなりますし、そこら辺は作業員の時間管理とかですね、１日当たり

の管理とかですね、そういうところも一緒にしながら進めていきたいなと、そのように思って

ます。 

○福永委員長 はい、どうもありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 ほかに。はい、どうぞ。 

○中室委員 ３ページ目なんですが、３ページの、ちょっと戻りますが、先ほどの払出実績の

ところの廃棄物ですね、渡辺先生も言われたビフェニルと塩酸なんですが、処理した量の収支

をはかるということだと思いますが、今回出てるビフェニル、あるいは塩酸ですね、塩酸の濃

度がどのぐらいかということと、このビフェニルがここまでのところＰＣＢとして164トン処

理されてるわけですが、おおむね塩素の数が、大体わかると思いますので、そういうあら計算

で結構ですが、ビフェニルの回収のこの量は処理効率として適正に運転できてるのかどうかの

チェックになると思いますので、その辺はまた計算をしていただければというふうに思ってお

ります。計算してあるんですか。もししてあればお答え願いたいんですが。 

○福永委員長 いかがでしょうか。 

○櫻井副所長 マテバラというのは前回もそういうお話があって、ちゃんとやってるのかとい

うことでございますけれども、それは我々も当然処理状況がきちんと安全に確実にされてるか

ということで計算はしておりますけれども、ただ先ほど言いましたように、ちょっと在庫の影
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響だとかですね、それからしかかりだとか、これ払出というのは全部処理が終わりましたとい

う、そういう細かい話していくと、じゃあここに数字を出すといろんな前提条件がつくわけで

すよ。そこでまたいろんな議論になりますんで、ここではちょっと訂正的な話だけでとどめて

おきますけれども、一番影響を受けないのは鉄の量でございます。 

 要するに、在庫というのは余り持たないで払い出ししますので。こういうやつから見ますと、

容器についてはトランスは49％が、総重量のですね、鉄と。それからコンデンサの場合には

16％が容器になるということで、それから計算しますと大体、多少ずれがありますけれども、

193トンというのはそんなに、妥当な線で推移してるのかなと。それから、あと液量につきま

しても……。塩酸につきまして、これ20％ちょっとでございます。ですから、これを５で割る

と……。それとあと、トランスとコンデンサの比率で塩素の数が違ってきますので、ＫＣ300、

500ということで。それからしてもそんなに、在庫の影響考えれば妥当な数字かなということ

で確認はしております。ちょっと訂正的な話で。 

 先ほどから出てます１年ごとに出しなさいということについては、次回からその辺は出した

いということで考えております。 

○福永委員長 はい、どうもありがとうございます。 

 そのほかございますでしょうか。 

 このヒヤリ・ハットでですね、転倒とか打撲いうのは意外と数が多いと思ってるんですが、

これは結局設備的な点を改善すれば十分なくなることなんでしょうか。かなり気をつけないと

労働条件上の問題もありますが、いろんなまあいえばカサン事故につながったりしないのかな

というちょっと心配してるんですけども。余り一定のこの数字が出なくなるとまた余計だめな

んで、ちょっとおかしくなりますけども。 

○櫻井副所長 じゃあ、私の方からちょっと答えさせていただきます。ヒヤリ・ハットとキガ

カリということで見ていただきますと、当初４月スタートのときからしますと、５月にはちょ

っと私の方で安全教育をやりましてヒヤリ・ハット・キガカリというのは非常に現場の安全先

取り、それから感受性を高めるという意味で大事な活動ですよということで話をさせていただ

いて、かなりキガカリを中心に随分出てるかなということでございます。11月以降ちょっとペ

ースダウンしておりますけども、これはラインの責任でまた対応していくと。 

 それからあと、対応状況ですけれども、ヒヤリ・ハットについては大体もう対応をほとんど

しておると。キガカリについてはどちらかというと感受性を上げていくということで、対応し

なきゃないやつもありますし、それから設備的な対応という意味でですね、あとフォローをし
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ていくということで今進めております。 

 それから、なぜこういう傾向になってるかというと、一つは設備的な影響もありますし、も

う一つこういうカードをつくりまして、これ建設のときからずっと活動やってきてるんですけ

ども、人の動作と物の動きということで、挟まれるかもしれない、巻き込まれるかもしれない

という、人の動作であれば12項目、それから物の動きであれば10項目ということで、こういう

のを念頭に置きながら、ヒヤリ・ハット・キガカリ活動も進めてるということで、どちらかと

いうと、傾向的にはこれにある程度影響を受けてるのかなという感じはします。 

 以上でございます。 

○福永委員長 はい、どうもありがとうございました。設備的に直せるところがあれば直して

いただいて、事故がないようにしていただければと思ったので。 

 はい、どうぞ。 

○中室委員 確認で。安全教育をした直後は非常に多いと言われてますよね。これはそれ以後

は安全教育は定期的にやられてるんでしょうか。年に１回。 

○櫻井副所長 毎月やってます。 

○中室委員 毎月やっていてこういう傾向ですか。 

○櫻井副所長 いや、安全教育というのは月に１回やってまして、環境安全衛生管理計画とい

う月の計画をつくって、その中でテーマを変えてやってますので。毎回、毎回、ヒヤリ・ハッ

ト・キガカリだけということではございません。テーマは月ごとに変えております。 

○中室委員 どこもよくあると思うんですが、私、薬学だからよく調剤のヒヤリ・ハットとか

いろんなことを聞くんですけども、要するになれというのが非常に怖くて、結局安全教育も同

じようなパターンでやってるとなれてきて、なれというか、惰性で動くというようなこともあ

り得るというのがちょっとあったんですね。だから、内容が変わってればまた違う形での安全

教育をやっていただいてればいいんだと思うんですが、中身によってはなれが高じて、こうい

う注意に積極的じゃなくなるということもあるのかなとちょっと思ったもんですから。その辺

も考慮しながらやっていただければと思います。 

○福永委員長 はい、どうもありがとうございました。 

○中地副委員長 すみません、関連してで。ヒヤリ・ハットで上がってきてる転落とか転倒と

か打撲というのは、実際には起きたことがないわけですね。そういうふうに思うようにハット

したという、ヒヤリ・ハットしたことがあるというお話で、いわゆる労災事故的なことは一回

も起きていないということでよろしいんでしょうか。 

-20- 



○清水所長 転倒、打撲は一度か二度あったと思います。転倒はヘルメットかぶっていてもぐ

ったときに、ヘルメットかぶるとわからないんですね、ここの感覚が。それでボンとぶつかっ

て後ろに倒れたとかですね。あと足場を踏み外したとか、そういうことはそれぞれ転倒一回、

打撲一回ぐらいあったと思います。 

○福永委員長 はい、どうもありがとうございました。 

○櫻井副所長 ちょっと補足ですけども、このヒヤリ・ハット・キガカリというのは実際に起

きたことというよりも、ヒヤッとした、ハッとしたと。ちょっと気がかりだというやつでござ

います。 

○福永委員長 はい、どうもありがとうございました。 

 特にないよう……。はい、どうぞ。 

○渡辺委員 今、清水所長、櫻井副所長から現場に関する説明が幾つもありまして、大変いい

ことかと僕は思っております。暑いということについても、北九州で作業員の血中のＰＣＢの

濃度が上がったというお話がありますが、これは暑いためにＰＣＢの蒸気が飛ぶと、それを吸

ってしまうと。なので、温度管理については非常に繊細に注意を払っていただくということで、

大阪事業でもかなり気にはしてもらったんですけど、実際には暑かったということもあったと

いうことを認めていただいておりまして、今後さらに改善されます、それはされることを確信

しております。所長、副所長からみずからそういうことをおっしゃってますので、期待したい

と思います。 

 作業環境についてもう１点なんですが、実は今開いております６ページ目ですね、作業環境

測定結果一覧というところで、この数字というのはこれ公開されるものなのかどうか、それを

気にしておりまして、何かといいますと、ダイオキシンの問題であります。 

 ダイオキシンの作業環境測定は粉じん中のダイオキシンのみを対象とするような表現がよく

されております。作業環境測定、毎回毎回ダイオキシンはかるのは大変なので、粉じんのをは

かって粉じんとダイオキシン濃度の比例で計算してよろしいと。零値を使えと。ちょっと今コ

ンピューター開いたら確か零だったかなと思いながら今確認とったんですが、たしか粉じんの

濃度が高いとダイオキシンが高いというような作業環境測定の方法というのが国から示されて

おりますが、このデータを見ますと、例えば平成19年６月実施の大型解体室、小型解体室を見

ますと、全ダイオキシン47に対して粉じんは2.0しかない。全ダイオキシンが94で粉じんダイ

オキシンが5.5しかないと、比例にあるといえばないことはないんですが、次の12月になると

比例にありませんよね。110の42と。ということで、粉じんを調べればそれでダイオキシンが
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わかるとした数年前のダイオキシンの作業環境測定の方法というのは、こういうふうにデータ

をもってちょっとまずいのではないかということが言えるわけであります。 

 すなわち、環境省さんは余り関係しないのかもしれませんが、厚生労働省の方で決めたとさ

れているダイオキシン作業環境測定の零値を使う方法というのに対して、あれはちょっとまず

いのではないかと、という重要なデータとなり得るということを何人かの方も気がついておら

れると思いますけども、これはその一つの事例であると、というふうに考えております。 

 ですので、こういう結果からしますと、零値、零の値を使ってダイオキシンをはかったとい

うようなことはもちろんここでは認められませんし、また他の行政部局になるかもしれません

が、それじゃまずいですということはここで言えるかなというふうに思っておりますので、こ

この作業のみの問題じゃないということを、ここでお伝えしたいかと思います。 

 以上です。 

○福永委員長 ちょっと私その辺つまびらかでなかったですが、粉じん中と気中全体とのバラ

ンスの問題でどうもさっきの厚生労働省の指針と若干違ってるそうですけど、またそれは詳し

く調べていただいて、また次の会でも報告していただいて、関連することあればコメントいた

だくということにしたいと。 

 ほか、特になければ次の項目に進みますが、よろしい。何かありましたら。 

○中地副委員長 いや、ただまあ、作業環境測定の測定方法については、これデジタル粉じん

計使って精巧測定をするというのが前提の話なんですけれども、ここの作業環境測定全部直接

捕集をされてる方法なので、余り零値を使ってどうのこうのというのはここではやられてない

方法なんで、余り深く議論する必要はないのかなというふうに思いますけれども。そもそも、

粉じん計で測定されてないんで、それとのバランスを見るというふうなことはここではされて

ない話なんで。だから、その日に温度とか粉じんの出ぐあいによって変わってくるとは思うん

ですけれども、あくまでもある一つの単位作業上の中で並行測定を１カ所やって、あとは粉じ

ん計を使ってやるというふうな測定方法を一般的な焼却炉なんかの作業環境測定では実施して

るわけですけれども、ここではそういう形ではされてないので、今後の対策でガスが多いんで

あればきちんとどういうふうなマスクをするべきなのかというふうなところの参考データとし

ては検討しなきゃいけないと思うんですけども、余りニッチな話をここでするのもいかがなも

のかなというふうに思います。 

○福永委員長 まあいずれにしても、先ほど私申し上げましたように、その辺整理していただ

いて、また次回にご報告いただけたらと思います。 

-22- 



 それでは、議題１についてはこの辺で終了させていただくということで、議題２ですね、大

阪ＰＣＢ廃棄物処理施設の内部技術評価結果について、同じく日本環境安全事業株式会社の方

からご報告をお願いいたします。 

○庄賀上席調査役 それでは、資料２をお開きくださいませ。 

 きょうご出席の委員の方々ほとんど内部技術評価そのものについてお話をするのが初めてで

ございますので、若干背景を含めてご説明をさせていただきます。 

 当社では、ＰＣＢ廃棄物処理事業ということで、一般的にいう産業廃棄物処理事業のほかに

ＰＣＢを安全に分解すると、そういう意味では技術的な問題がかなりありますよということで

処理施設の健全性とか、それから一番重要なのは処理技術そのものが提案を受けて採用してお

りますので、実際に操業をして非常にそのまま有効だったのかと、そういう観点も含めまして

社内的に評価をすることといたしております。処理事業がある限り定期的に行いますよという

のがこの内部技術評価の位置づけでございます。ということで、北九州事業所とか既に先に操

業をしております事業所については、既に実施済みのものでございます。大阪については昨年

操業を開始いたしましたので、１回目の評価ということで今回実施をしたものでございます。

そういう背景を頭に入れていただいて、結果を報告する前に参考資料１というのが一番最後の

ページについてございます。 

 社内的な制度でございますので、簡単に仕組みをご説明してから結果をご報告申し上げます。

内部技術評価そのものは、俗にいう計画をして実施をして、その結果をチェックしてやり方を

改めるという、基本的にはＰＤＣＡと呼ばれますサイクルに従って平成27年まで続けていくと、

こういう性質のものでございます。したがいまして、計画のところにつきましては、先ほども

申し上げましたように、処理施設の操業から品質管理、それから安全とか教育・訓練、こうい

ったものの全般的な実施状況を試験、検査、評価するとともに、大阪今回初めてでございます

が、来年になりますと今回評価した結果がそのまま継続的に実施されているのかということを

含めて計画をします。実際の技術評価につきましては、ここにおります私が評価委員でござい

ますけども、社内から選ばれたそういう評価委員が大阪事業所に出向きまして、チェックリス

トに基づく評価を行う。その上で、指摘、いわゆる是正すべきところ、それから社内でござい

ますので、他事業所に展開すべきよい点、こういったものを含めて評価をしております。今回

そういった評価が終わった後、大阪については是正措置も今回終わっております。 

 それから、最終的に技術報告といたしますところで、事業部会と呼ばれます有識者のご指導

をいただきながらこの評価制度を必要があれば改善していくと、こういう仕組みの中で動いて
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ございます。 

 今般行いました大阪の結果について概略をご報告申し上げます。評価については昨年の９月

11、12、２日間について行いました。対象の期間としては操業以来ということになります。と

いうことで、今回大阪事業に関して重点的に見ましょうというのが（４）に記載されておりま

す。運転開始後初めてでございますので、運転を開始した後、事業が安全かつ確実に処理をさ

れていますか、運転管理をきちんとしていますかということと、処理施設そのものは建設時、

いわゆる完成検査と考えていただいていいんですが、処理性能がきちんと出てますかという試

験を既に実施をしております。したがいまして、操業を開始した後、それがそのまま継続をさ

れていますか、不足があれば改善されていますか、こういった観点で検査、評価をいたしまし

た。（４）には評価項目とありますが、これは既に触れたとおりでございますので、省略をさ

せていただきます。 

 ２ページ目に評価方法と書いてございますが、これもあらかじめ社内的にこういった項目で

ヒヤリングを進めますという内容を大体140項目と書いてございますが、全般的な項目数の中

から大阪事業に関して適用するものを数十項目、今回は約70項目について質問を行っておりま

す。 

 内部技術評価の結果というところに移ります。指摘事項については今回３項目、したがいま

して68項目中３項目というふうにお考えいただきたいと思います。指摘をいたしました項目に

ついて詳細は次ページになりますが、基本的にいわゆる計画時点で想定をされないトランスと

かコンデンサというのは必ず操業後に入ってまいります。したがって、実際のものを見てどう

いうふうに解体をしていくかということは必ず調査、研究を通じておられます。そういうもの

について、個人配布的なものはあったんですが、いわゆるみんなで協力するというものにして

いただきたいというのが１点目の主な指摘でございます。 

 それから２点目についてですが、いろいろな操業上のトラブルがあるわけですけども、それ

ぞれの対策というのは別々な文書に保管をされておりまして、一連に追っかけるということが

なかなかできにくかったということで、この辺についてはぜひ恒久対策まで簡単に検索できる

ようにという内容の指摘。 

 それから、保護具については先ほどありましたさまざまな保護具を使用するわけですけれど

も、そのいわゆる交換なり管理をする部分で一部修正すべき、追加すべきという点がございま

した。ということで、こういった指摘事項３項目について是正をしていただきました。 

 大阪につきましては、そういう意味でいいますと我々の事業所と、それから運転会社さんと
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呼んでおりますが、委託をして運転をしていただいている会社さん、それから処理事業、処理

技術をお持ちのＪＶさんということで、操業以来三者の連携で順調に操業を続けているという

ふうに思われます。 

 特に評価員の中で評価が高かったところが、２ページ下にございまして、記録書類について

はやはり非常にきちんと処理、保管できているということで、逆にいいますと、指摘をされた

事項以外は確実にできております。ということかと思います。 

 それから、我々の事業所の中ではそれぞれいわゆるコンピューターシステムを利用したマニ

フェスト管理であるとか、集荷処理完了をきちっと管理していくというシステムがあるんです

が、大阪については非常に台数かなり今ふえておりますけども、システムの有効活用が非常に

進んでいるということで、ほかの事業所についても見習ってやっぱりシステムを改良していく

べきであるというふうに考えております。 

 それから、大阪の運転会社さんの取り組み、この辺についてもきちんとやられておりますよ

ということで、これについてはほかの事業所についてもこういった水平展開をしたいという内

容でございました。 

 総じて申し上げれば、ほかの事業所もやられておりますけども、操業以来きちっと大阪につ

いてはできているということで、今後この状態を継続していただきたいというのが内部技術評

価結果でございます。 

 次年度以降の予定ですが、やはり１年に１回のペースでこの評価を続けてまいるということ

になろうかと思います。極めて雑駁ですが、報告といたします。 

○福永委員長 はい、どうもありがとうございました。 

 何かただいまのご報告に対してご質問なり。いろんな点で内部評価の評価も高かったという

ふうな結果だと思いますが、特にこの本読ませていただいて、いわゆるジョイントが３つか４

つの事業所、運転会社、三井造船、それからジョイント会社、企業体がうまく役割分担できて

いると、ここがやっぱりこの大阪事業所の一番よい点ではないかと私も思っておりますが、何

かほかに。 

 ないようでしたら、この議題については終わらせていただいて、続きまして３の議題ですね、

日本環境安全事業（株）他事業所の処理状況について、同じく日本環境安全事業株式会社から

ご説明をお願いいたします。 

○庄賀上席調査役 それでは、私の方から資料３に基づきまして報告をさせていただきます。 

 毎回、各監視委員会でもこの資料をベースに説明をさせていただいておりますが、事故・ト
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ラブル等がありました場合には、この資料に加えてそれぞれの事象に関する詳しい資料をお出

ししているという状況でございますが、前回に引き続きまして今回も資料３のこの資料だけで

済んでおるということでございます。 

 資料３、開始順に並べております。まず、北九州事業でございますけれども、一番上の表で

すとＰＣＢ分解量１期２期合計で1.5トンパーデーと書いてありますが、１期施設が0.5トン/

日ということで操業を今しているわけです。２期施設につきましては今建設中でございまして、

本年の10月ごろには２期事業の試運転が開始され、来年度、平成21年３月か４月には２期が操

業開始いたします。そういたしますと、ようやくトランス、コンデンサのＰＣＢ分解量として

1.5トン、さらに安定器等その他物の溶融処理というのが始まるという状況でございます。現

在のところ順調に操業しております。 

 それから、②の豊田事業でございますが、そこに、特に昨年ですけれども、平成19年２月か

ら設備のふぐあいが相次ぎまして、手直し等を行ったために５カ月半間ほど運転をとめており

ました。６月28日に運転を再開をいたしまして、それ以降は順調に操業をしておるという状況

でございます。 

 それから、東京事業につきましては、後ほどの表の説明の中でちょっと触れますが、漏えい

事故を２回起こした後、一昨年10月には操業を再開いたしましたが、やはりかなりいろいろな

部分で設備の手直し、性能確認をしながら今操業を進めているという状況でございまして、な

かなか順調な処理という状況ではございませんが、おおむね次年度、この４月以降は一定の能

力で操業できるのではないかという状況にようやく至っております。 

 ④の大阪事業は省略をいたしますが、⑤の北海道事業につきましては、冒頭あいさつ等でも

出ておりますが、現在、試運転の最終段階ということで、いわゆる試運転の最後の性能確認試

験が今週いっぱいでもって終わるということになっております。それを受けまして、ＪＥＳＣ

Ｏ本社の方で来週以降施設の引き渡しにかかわる検査というのを行いまして、道庁による使用

前検査並びに処理量の許可というのをこれから申請をいたしますので、その許可が得られ次第

４月には何とか操業を開始ということが見込まれている状況でございます。 

 ３ページの方に、この各処理施設の、これ台数ベース、トランス、コンデンサについては台

数ベースでございますが、各年度ごとの処理実績、それからＰＣＢ分解量につきましては、先

ほど来大阪では昨年度146トンというような数字もありましたけれども、これは平成20年２月

までで処理実績を切っておりまして、各施設の状況を載せております。一番上の北九州につき

ましては、ＰＣＢ分解量の処理能力としては0.5トン/日ということで、ほかと比べて小規模の
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施設でございますが、順調に稼働の結果このような数字が積み上がっておるところでございま

す。 

 豊田事業につきましては、例えば平成17年度ですと実質２カ月しか操業しておりません。そ

れから、18年度も５カ月程度しか操業してないという前提で数字を見ていただく必要があるか

と思いますが、平成19年度６月の末からスタートですので、現在２月末は８カ月という数字で

すが、これに３月の数字が乗っかるという状況です。 

 それから、東京施設につきましては、ここにありますとおり処理能力に比べまして極めて低

い状態で推移をしてるというのが現状でございます。 

 大阪事業が一番下にありますとおり、これも18年度は10月操業開始ですので半年のデータだ

ということです。 

 ですから、19年度以降はそれぞれ年間、とまっているという事情もあったり、東京のように

稼働の状況が低いという状況もありますが、これに20年度からは北海道も加わって、年度単位

での横並びの数字というのがようやく見ていただけるようになるのではないかというふうに考

えております。 

 ごく簡単に紹介をいたしましたが、全体としては以上のような処理状況になっております。 

○福永委員長 はい、どうもありがとうございました。 

 何かご質問なり、ご意見ございますでしょうか。はい、どうぞ。 

○中地副委員長 いろいろ施設によってはうまく動いてないところもあるみたいなんですけれ

ども、最終的にＰＣＢ特措法で期限として出ている平成26年か27年度までに処理が完了すると

いう見込みというのはあるんですか。まだこの監視委員会で議論するような中身じゃないとは

思うんですけども、その辺環境省さんとかはどういうふうにお考えなんでしょうか。 

○髙橋課長補佐 処理期限が定まってるのはご存じのとおりでございまして、現在まだ安定的

にすべての事業所で操業していないと。北海道事業についてはまだ開業もしていないというよ

うな状況にございます。そのようなこともございまして、まずは全施設において安定的な稼働

を目指すというのがまず必要になってくるのかなと。その上である程度事業の実績を上げるの

に必要な、可能なことを考えていって、今後どう進めていくかというのを研究していくという

のが必要になってくるのかなというふうに思っております。 

○福永委員長 はい、どうもありがとうございました。 

 そのほか。はい、どうぞ。 

○花嶋委員 全般的な話になるかと思うんですけれども、今回お聞きしていた限りにおいては
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現状では非常にうまくいっているのではないかと思いますが、技術的にうまくいっていても最

終的に機械を動かしているのも人ですし、だから、事故を防いでくれるのも、またとんでもな

い事故を引き起こすのも実際に作業をされる方なのではないかと思います。実際に作業をされ

る方のやる気というか、モチベーションがどのぐらいなのかなというのが最終的に安全を担保

する要素なのではないかなと思うのですけれども、働いてらっしゃる方の平均在職日数みたい

なものがもしおわかりになればちょっと教えていただきたいなと。今すぐにおわかりにならな

ければまた後日でも結構ですけれども、最終的に本当に現場で、上の方ではなくて、やられる

方のやる気はどの程度はかられているのかなと。断面断面ではなく、人間ですので、やはり継

続して働きたいのではないかと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。 

○清水所長 在職の期間というのはちょっとデータを持ってないんであれなんですけれども、

雇用の問題というのは非常に難しくてですね、昨年来運転会社さんの声をどのようにして使う

というのは大きなテーマでした。それ、実際やめてしまう方も結構、入ってからすぐやめてし

まう方もいらっしゃいますし、それから、やっとなれてきたなと思ったらやはり労働条件が悪

いとか、金額が安いとかいろいろ事情があってやめてしまう方がいる。今年度はそういうこと

がないように、労働条件とか運転会社の雇用形態というのをどのようにしていったらいいかと

いうことで、運転会社さん、もちろん出資会社であるＪＶも含めて、今見直しとしているとい

うところでして、今大きな動きとしましては労働者の派遣法の関係がありまして、派遣で契約

してるところを全部直用に変えていこうじゃないかということで、全部運転会社として直接雇

用に変えていくというふうに動きもしております。そういう中で、運転会社の中で根っこがし

っかりしてるところで働いて、そこで運転会社の安全文化みたいなものをしっかりつくって働

きがいのある職場にしていくと。今そういうことを運転会社さんの方でかなり努力していただ

いてやっていただいてるというところでございます。 

○花嶋委員 ありがとうございます。非常に重要な点なので、ぜひ働きがいのある職場になる

ように留意していただきたいと思います。ありがとうございました。 

○福永委員長 どうもありがとうございました。 

 そのほかございますでしょうか。非常に重要な点もご指摘あったと思うんですが、やはりけ

がをしないようにということは、最後はその働いてる方のモチベーションといいますか、そう

いうのが非常に大きいと思いますので。ほかにないでしょうか。 

 ないようでしたら、このきょうの議題については一応終わったのですが、全体として何かあ

りましたらこの際ということで。委員の先生方、何かございますでしょうか。ないでしょうか。 
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 それでは、議事を終了したいと思います。先ほどから初めに進捗状況の話もありましたが、

技術的な課題もあるし、あるいは行政的な課題もあるので予定どおりは進んでいませんが、安

全・安心といつも私は締めで申し上げておりますように、安全・安心を旨としてますます緊張

感を持ってやっていただくことをお願いいたしまして、きょうの操業状況の報告等については

監視委員会としては了承したということでおさめさせていただきたい。よろしいでしょうか。 

 それでは、これで委員会を終わらせていただいて、司会の方にマイクをお返しいたします。 

○松本課長代理 委員長、どうもありがとうございました。 

 次回の委員会につきまして、年度も変わるということなんですけども、また関係者の皆様と

調整の上決めさせていただきたいと思います。 

 それでは本日の委員会これにて終了させていただきます。 

 なお、この後、委員の先生方につきましては、処理施設の見学を予定しておりますので、し

ばらくこのままちょっと待っていただきたいと思います。 

 それでは、これで終わります。皆様、どうもありがとうございました。 

○福永委員長 どうもありがとうございました。 

 

午後 ３時３６分閉会 

-29- 


	議事録表紙
	議事録

